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大阪市広告事業調査研究会について 

 
１．経過 

平成 16 年 12 月 17 日「大阪市財政構造の改革に向けて」（いわゆる「財政機構改革ア

クションプラン」）において、「具体的に取り組むべき課題」のうち「歳入の確保」の一

つとして、市施設等を活用した広告料収入の確保があげられた。 

これを受け、広告事業を全市的に拡充すべく、広告事業に関する調査・研究及び広告

事業実施局との連絡調整を行うため、平成 17 年 4 月 1 日「広告事業調査研究会」が立

ち上げられた。研究会での検討に基づき「大阪市広告掲載要綱」を制定し、平成 18 年

度から大阪市においても、各局・区役所・事業所で広告事業が実施されている。 

 

２．17 年度の調査・研究に基づき実施されている事業について 

・ HP のバナー広告 

・ 印刷物（市政だよりなど）広告 

・ 給与明細裏面広告 

・ 玄関マット広告 

・ 図書館返却予定日周知レシート裏面広告  

 

３．今後検討されている事業について 

・ ネーミングライツの導入 

・ 区役所等市施設外壁への広告の設置 

 

４．その他 

  ・ 道路施設（橋・案内標識等）への広告添架の要望 
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１．委員報酬の公開について 

大阪市 HP への記載状況 

 

  

委員報酬 

Ⅰは 24000 円 

Ⅱは 19500 円 

Ⅲは 16500 円 

Ⅳは 13500 円 

（いずれも日額） 

 
担当局 設置根拠 審議会名 公開状況 委員報酬 

建設局 条例等 屋外広告物審議会 公開 III 

 
 
 
 

http://www.city.osaka.jp/kensetsu/gaiyou/shingi/o_koukoku.htm


審議会委員名簿 
 

 



２．審議会等の設置及び運営に関する指針 

最終更新日：2006 年 8 月 21 日 

第１ 目的 

この指針は、行政運営の透明性の向上、簡素効率化等を図るとともに、市政に対する市民

参加を促進するため、審議会等の設置及び運営について準拠すべき基本的事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

第２ 対象 

この指針の対象とする審議会等は、次に掲げる機関とする。 

１．市民、学識経験者等で構成され、本市の事務について審議、審査、調査等(以下「審

議等」という。)を行う機関で、地方自治法第 138 条の 4第 3項の規定に基づき市長

その他の執行機関の附属機関として設置されたもの  

２．附属機関に準ずる機関で、規則、要綱等により設置されたもの  

 

第３ 審議会等の新設 

第４ 既設置の審議会等の見直し 

第５ 委員の選任 

審議会等の委員の選任にあたっては、審議会等の設置目的又は所掌事務に照らして、当

該審議会等が実質的かつ効果的な活動ができるよう、次の事項に十分留意するものとする。 

１. 専門的知識の導入、公正の確保、利害の調整等当該審議会等の設置目的が的確に達成

されるよう、各界各層及び幅広い年齢層の中からふさわしい人材を選任すること  

２．審議会等の委員への女性の登用については、「大阪市男女共同参画プラン」※１の定

めるところによること  

３．特に必要がある場合を除き、他の審議会等の委員の職を３以上兼ねる者を委員に選

任しないこと  

４．同一人を継続して委員に選任する場合は、特に必要がある場合を除き、在任期間が

引き続き４年を超えない、又は引き続き再任１回までとすること  

５．本市職員は、特に必要がある場合を除き、委員に選任しないこと  

６．第 6に定めるところにより、市民から委員を選任する場合は、公募によることを基本

とし、適正な委員を公正に選任するよう十分配慮すること  

 

第６ 審議等への市民の意見・要望の反映 

第７ 審議会等の公開 

第８ 総務局長との調整及び報告等 

第９ 施行の細目 

附則 

２．この指針は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

 

参考 ※１ 市の審議会等での女性委員の占める割合 

32.1％（平成 17 年度）⇒ 40.0％以上（平成 27 年度） 
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